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３．法定外福利費の概要

以 ン企業 法定外福利費 い 主 識者 企業 企業

連盟 労働組 国税庁等 対 現地 ンタ ュ 照会結果を基 整理

1 法定外福利費の種類

ン 企業 法定外福利 提供 一般的 い 法定外福利 認識

い 主要 通勤用 車両 貸 及び 等 会費 企業 担程度

あ

う 車両 貸 い 得 便益 所得 一部 見

分 給 所得者 所得 課税 い 一方

等 会費 企業 一部 担 い 所得 く企業 経費 処理 い

等 会費 企業 担 背景 ン 疾病等 休暇

う 2 日目以降 14 日目 疾病手当 給 水準 80% 企業 担

従業員 健康 維持 増 わ 企業 担 減

企業 支援 意義あ 考え方 背景 あ う あ

図表 法定外福利費に関するインタビュー概要

■ 識者

ン 日本 う 社宅や社員食堂 う 一般的 い 但

従業員 健康維持 を割引 利用 例 少 く い 健康

ン ン 等 あ う あ 病気療養 い 疾病保険 利用

企業 担 従業員 健康 配慮 い う あ (休暇 2日目以降

2 間 企業 給 を 担) 企業 対 従業員 健康 気を使う 疾病保険

適用を減 ＝最初 2 間 企業 担を減 一種 ン ン

い 健康増 施設や器具を配置 い 例等 あ

社用車 提供 法定外福利厚生費 一種 多く提供 い

■ ン企業連盟

い 一人あ 年間 2,000 補助 あ

給 所得 い 年間 5,000 認 う い

会社 経費 処理 い OK

乗馬 経費 認 い

法定外 福利厚生 支出 企業 対応 異 給 水準 高

い投資銀行 払わ い あ 商業銀行 一般的 認 い

決 個々 企業 労使間 交 決定

■ ン

ン 従業員 入会 1 人あ 年間費 3,500

2/3を補助 い 1/3 従業員 担 あ 乗馬
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対象外 従業員 担を い 自腹 支払う 通う

ン ン を あ ン 支出 ン ベ

給 所得 く 経費 処理 い

社用車 提供 ャ く 職 支給 現

在 2000 台支給 い 1000 台 減 を予定 い 労働市場

車 支給 減 応 縮

資料 現地 ンタ ュ

法定外福利 企業 担 い 組 交 を通 決定 疾病

給付や育児手当 対 法定分を 回 企業 増 担 あ 中 特 育児手当 対

企業 増 担 主 対象 い 背景 育児休暇中 両親手当

80％ 所得補償 限 約 25,000 定 多く 従業員 特

高所得 ワ 層 手当 事実 限 給 水

準 大幅 縮 う 背景 あ ン 賃金や勤務条件

福利厚生等 い 組 交 を通 決定 組 中 疾

病給付や育児手当 対 法定分を 回 企業 増 担 主要 論点 い

交 中 法定外福利 扱わ い 給 所得 一部 あ

課税 面 所得税 課税対象 扱わ い

団体協約 基 く企業年金 法定外福利 源 専 用主 担

い

2 法定外福利費の規模と税制上の扱い

法定外福利費 側 個人 所得税 課税対象 う い 例示

国税庁 掲載 い 46

車や 居 貸 い 基本的 課税対象 業

務 用い あ ベ 活用 PC 用保護用 ンタ

料 携帯電話 各種教育 い 課税対象外 あ

業務用 被服 作業着等 貸 い 課税対象外 あ 一般的 被服

あ 等 い 課税対象 あ 示 い

国税庁 照会 企業 納税申告書ベ 課税対象( 給 所得)

法定外福利費 社用車 無償貸 現物給付 申告 2011 年

1,710万 あ あ

見 給 所得 換算 法定外福利費 個人 所得税 課 企

業 源泉徴収を行う 法人税 課税対象所得 い

46

http://www.skatteverket.se/otherlanguages/inenglish/employersbusinessescorporations/issuingcompanybenefitsandp

erks.4.71004e4c133e23bf6db800017721.html
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一方 見 給 所得 法定外福利費 い 事業主 社会保険料事業主

担分 課 法人 課税対象所得 経費 除

等 会費 一部 担 給 所得 い法定外福利費

い 企業 経費 処理

3 労使の団体協約に基 く法定外福利の決定

ン 3 年 各業種 職能 組織 労働組 連 体 経営

者側 団体 間 団体交 行 わ を通 締結 団体協約 賃金

用条件 法定外福利厚生費等 法定福利厚生 対 乗 分 決定

組 い

労働組 団体 経営者団体 交 記図表 う 中央 ベ 交 行 わ

産業 ベ 組 交 最 企業 ベ 交 行 わ 最終

的 決定 組 い 基本的 中央交 い ン 基

準 調整 を踏 え 産業 ベ 企業 ベ 交 内容 具体

化 充実化 う い

図表 ス ー ンの労働組合と経営者団体の交渉

資料 湯元健治 藤 2010 ン 日本経 新聞出版社 p115

LO
建設労働組
電気工組
動産管理業労働組
林業労働組威 印 工組
地方公務員組

ン従業員組
塗装工組
金属工組
運輸業労働者組

TCO ワ
教員組
警察 組
保険業従業員組
売流通 製造業組
医療従事者組
国家公務員組
地方公務員組

SACO 大卒者
法 経 専門家組

組
作業療法士組
理学療法士組
大卒国家公務員組
ン 組
医師組
大学教員組
校長組

業種 職能別

労組 経

営団体 個別 団

Svenskt Näringsliv

ン企業連盟

売 流通業
林業
医薬品業
建設業

業
食品加工業
運輸業
製造業
繊維業

ン自治体連 会

政府系 用者庁
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記 ンタ ュ あ う 法定分を超え 団体協約分 労災 年金 疾病

手当 両親手当 乗 分や 労働時間等 主 交 い う あ

わ 近年 専門的知識や技術 能力 あ 従業員を確保 要視 い

育児休暇中 両親手当 乗 分や 従業員 対 復職 柔軟 勤務時間体

系 提供 あ

対 車 貸 や 担 中央や産業 ベ 団体交

あ 扱わ 企業 ベ 締結 協約 い 扱わ い う あ

交 確認 労使間 団体協約 法規 い 労使 意

決 あ 双方 遵守 い 一般的 理解 い

労使 団体協約 労組加盟 従業員以外 同一職能 従業員 同

内容 適用

図表 労使の交渉による団体協約に関するインタビュー概要

■ 識者

業種 業界 労使間 団体協約 締結 育児休暇 期間中 給 等 協

約 柔軟 対応 い 団体協約 国 規定以 を企業 担

い 場 あ 企業 労働 あ 協約 内容 労使交 決

定 背景 国 一 決 団体交 柔軟 決定 方

良い いう 一般的 認識 あ 交 給 を 協約年金を

いう内容 交 く行わ

■ ン労働組 総連

賃金や労働環境 労使交 決 実質賃金 全体交 意

水準 決 いう点 あ 適 い 組 あ

特 交 力 い 個々 従業員 交 結果 利

働く

賃金や福利厚生水準 い 法定 ベ を 限 法定最 賃金 存在

い 中央 労使団体交 団体協約分 乗 次 業界別 労使交

業界分 乗 業界内 個別企業 労使交 個別企業

乗 分 妥結 いう あ

法定分を超え 団体協約分 労災 年金 疾病手当 乗 分や 労働時間等

交 社用車 割引 中央 団体交 あ 扱わ

い 企業毎 締結 協約 タ あ

育児休暇中 所得補償 内容 期間 い 労使交 課 80％ 所得補償

限 25,000 定 い ワ 乗 分 妥結

い 同一水準 補償を実現 う 交 い

国家公務員 90％ 補償 い
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民間 ン 育児休暇前 給 を 100％補償 い 社員を引 止

あ 法定外福利厚生 一 言え う

■ ン専門職能別組 JUSEK

本組 JUSEK 企業 交 際 最 視 い 育児休暇 度 見直

あ 現行 育児休暇期間 給付 手当 を引 政府部門

既 給付水準を従前給 90％ い

■ ン

優秀 技術者 用 組 い 高い賃金 法定外福利

両親手当 拡充 手当 限を超え 従前 給 水準 80％程度を実際

補償 や 勤務時間 入を い 基本的

ワ 対象 い ン 動く あ

資料 現地 ンタ ュ

団体協約 基 く社会保険手当 乗 支給 企業 給 形 従業員 支払わ

個人 所得税 課 企業 源泉徴収を行う

事業主 社会保険料事業主 担 同 扱い 事業活動 経費

除 法人税 課税対象所得 い
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4 労働コス に占める法定外福利費の大きさ

以 ン 労働 占 法定外福利費 割 あ 統

計 ン 8.9% 日本 2.4% 高い水準 い 点

い ン 法定外福利費 団体協約 決 両親手当等 各種

手当 加算 含 い 背景 あ 考え

図表 労働コス に占める法定外福利費

単位：％
日本 アメ イギ ス ドイツ フ ンス ンダ ス ーデン
2010 2011 2008 2008 2008 2008 2008

労働費用計 ) 100.0 100.0 100.1 100.0 100.0 100.0 100.0

現金給与 ) 79.7 76.9 82.7 77 63.7 75.7 65.1

現金給与以外 ) 20.3 23.1 17.4 23 36.3 24.3 34.9

法定福利費 ) (11.1) (8.2) (7.9) (14.8) (25.4) (9.3) (21.2)

法定外福利費
) ) (2.4) (10.4) (6.8) (6.5) (4.1) (12.1) (8.9)

現物給付 ) (0.1) - (1.4) (0.8) (0.0) (1.0) (1.1)

退職金等の費用 ) (6.2) (4.5) (0.7) (0.3) (3.2) - (0.0)

教育訓練費 ) (0.2) - (0.5) (0.5) (2.2) (0.8) (0.8)

その他
) ) (0.2) - - (0.2) (1.3) (1.1) (2.9)

a) Total labour costs; b) Wages and salaries, Supplemental pay (excl. apprentices), Paid leave; c) Other labour costs; d) Statutory social

security contributions; e) Non-statutory social security contributions; f) Wages and salariesin kind (excl. apprentices), g) Retirement and

savings; h)Vocational training costs (excl. apprentices), i) Other benefits.
(注) 単位未満 数字を含 た 内訳と合計が一致し い 内 現金給与以外 内数

日本及びアメリカ 企業規模数 EU 10人以 企業又 事業所 国 よって異 る を対象

1)アメリカ 法定外福利費 各種 生命 健康 短期・長期障害 保険料 Insurance) 欧州 見習い 福利費を含

2) そ 他 以 を含 日本 募集費 転勤 要する費用 社内報 作業服等 欧州 募集費用 税 補助金等
資料出所 日本：厚生労働省(2012.1) 成23 就労条件総合調査

アメリカ：Bureau of Labor Statistics(2011.12) Employer Costs for Employee Compensation -September 2011

欧州：Eurostat (2012.1) Labour Costs Survey 2008-NACE Rev.2

資料 労働政策研究 研修機構 2012 タ 国際労働比較 2012

http://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/databook/2012/05/p171_t5-7_t5-8.pdf
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5 法定外福利費の大きさ法定外福利費に い の企業の考え方

企業の役割

ン 法定外福利費 担 専 企業 見

既述 う 内容 労働組 交 決定 組 い

労使関係 決 関 一般的 公的部門 役割 く 政府 政治家

労使関係 入 い47

記 整理 う ン 法定外福利費 主 項目 通勤

用 車両 貸 等 会費 企業 担 育児休暇中 両親手当等 増 担

等 あ ンタ ュ 等を踏 え 企業 置付 異

う 思わ 通勤用 車両 貸 い 全 職員 く主 管

理職等を対象 貸 い う あ 職員 担軽減 利便性 提供 主 目的

い う あ

等 会費 企業 担 い 企業 従業員 健康 維持増

疾病手当 担を軽減 目的 う あ 両親手当等 増 担

い 従業員 要望 高く 優秀 人材を確保 目的 企業

賃金 同様 労働 一部 置付 い う あ

法定外福利費の動向

ン 法定外福利費 い 既述 う 組 交 決定

組 い 組 交 通常 ン 率 労働生産性 昇分 賃

対象 ン 昇傾向 あ 法定外福利費 い

同様 傾向 あ 伺え ンタ ュ い 特 優秀 人材確保 求

い 技術者等 ワ 層を中心 両親手当 法定 担分を超え 拡充

主要 論点 ン い 知識 技能中心 産業構造 転換

状況 観点 増加傾向 あ 考え 方 企業 ンタ ュ

車 貸 台数 縮 を予定 い を確認 意味 全 福利厚生費

拡大 い く 実際 個別企業 対応 状況 異 考え

6 その他 企業による従業員の能力開発等

企業 従業員 能力開発等 関係者 ン 業種 対応

大 く異

ン企業 特 ン系 製造業 一般 単純作業 従業員 能

47 大学 藤 氏 ンタ ュ ン専門職能別組 JUSEK ン

タ ュ 等
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力開発を行う い 理由 投資 対 割 わ い あ

系 労働組 総連 LO 中央 団体労使交 従業員 能力開発 課

い い

一方 高度 企業ほ 企業特 firm specific 必要 企業

活動 中 解決 問 あ 中央 団体交 タ い 認識 い

特 個人 技術 知識 依存 企業 知識 約型企業 優秀 従業員を確

保 使用者 両親手当 補償増 や 育児休職 柔軟 勤務時間体系

提供を 視 い 企業内 労使間 団体協約 大 論点 一 い

大手企業ほ OJT を実施 い 割 高い 法 や会計分 等 特 職

場 企業 講費用を 担 在職 社員を派遣 場 あ

ン 大学 1 ヶ 1 単元を 得 組 多く 一ヶ 間 一 科目

中 講 タ あ
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